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美
濃
稲
滞
村
小
里
の
制
山
制
度

井

3半

箆

は
し
が
き

土
地
主
一
定
期
川
毎
に
、
組
常
に
分
割
し

て
、
肘
N

刊
に
共
各
部
分
主
制
り
世
て
、
其
年
畑
山
由
来
る

U
K全

部
の
制
替
を
た
す
も
の
で
あ
る
。
現
時
此
の
制
度
の
漣
存
し
て

地
制
制
は
は
.

ゐ
る
も
の
弘
中
に
は
、
明
治
年
代
に
入
っ
て
か
ら
始
め
ら
れ
た

る
も
の
、
例
へ
ば
英
機
名
穂
村
白
地
訓
制
度
の
如
き
も
の
も
た

き
に
は
あ
ら
ざ
る
も
・
多
く
は
徳
川
時
代
以
来
存
脱
し
た
慨
行

に
依
る
も
の
L
如
〈
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
制
度
の
例
止
し

て
、
従
来
研
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
多
く
は
耕
地
に
闘
す
る

第
ニ
十
入
替

一-一四四

鋳

掛

プさ

も
の
で
あ
っ
た
が
、
山
地
に
つ
き
て
も
、
と
の
慣
行
は
行
は
れ

た
る
も
の
L
如
く
、
越
岬
聞
の
固
に
て
「
山
わ
け
」
目
と
補
し
て
、
山

地
の
制
替
が
行
は
れ
て
わ
た
事
が
明
ら
か
で
あ
聞
の
。
以
下
組
ぺ

ん
止
す
る
岐
阜
版
土
岐
郡
稲
津
村
小
川
一
巨
瑚
行
自
制
山
制
度

も
、
と
の
山
地
に
闘
す
る
地
制
制
度
の
一
例
で
あ
る
。
夫
は
約

枠
白
部
落
の
一
た
る
小
川
県
直
の
区
有
山
林
の
介
制
貸
付
の
制
で

あ
っ
て
、
官
時
の
慣
行
山
一
存
紋
せ
る
も
の
を
、
川
治
三
十
九
年

に
成
文
化
し
て
そ
の
規
棋
に
基
き
て
今
日
に
及
べ
る
も
の
で
あ

る
o
以
下
政
規
定
及
び
、
郷
人
の
官
叫
へ
等
主
基
止
し
て
之
を

述
ペ
ょ
う
。

現
行
制
山
制
度

岐
阜
雌
土
岐
郡
稲
津
村
小
単
は
、
明
治
ご
十
三
年
迄
は
、
小

県
村
止
制
し
た
る
所
で
あ
っ
て
、
共
嘗
時
小
訓
村
有
し
と
し
て
、

村
内
各
州
忙
所
士
甘
さ
れ
た
る
山
林
は
、
隣
村
私
服
村
ル
」
併
合
し

て
柏
体
村
章
構
成

L
て
、
其
一
一
民
た
る

ι至
っ
た
後
も
、
小
川
盟

直
有
山
林
止
し
て
存
敵
さ
れ
、
従
来
の
慣
行
り
ま
¥
一
陣
内
肘

供
者
全
榔
に
平
等
に
介
創
し
て
、
使
川
せ
し
め
て
来
た
が
、
明
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治
三
十
九
年
四
月
に
至
っ
て
、
小
里
直
々
有
山
林
保
護
規
程
及

び
小
旦
匝
々
有
山
林
貸
付
方
法
が
規
定
さ
れ
、
之
に
伎
で
貸
付

の
方
法
が
行
は
る
ea

に
至
っ
た
。
此
の
山
林
を
盟
人
は
、
割

山
、
使
用
山
、

ハ
ラ
山
若
し
く
は
受
〔
詩
V

山
，
と
呼
ぶ
。

現
今
小
旦
医
匝
布
山
林
同
之
を
分
。

τ、
直
立
山
、
特
別
貸

付
山
及
び
J

官
通
貸
付
山
の
三
時
間
企
-
な
し
て
ゐ
る
。
直
立
山
主
一
再

ふ
自
は
匿
に
於
て
造
林
す
ベ
宮
山
林
を
云
ひ
、
特
別
貸
付
山
と

一
石
ふ
は
、
明
治
三
十
九
年
に
規
程
の
設
け
ら
る
L
以
前
か
ら
、

ト

ヤ

陶
土
採
掘
場
又
は
島
屋
場
'
と
し
て
、
個
人
に
貸
付
け
ら
れ
た
る

山
林
及
び
特
別
の
使
用
料
を
徴
し
て
貸
付
ら
れ
た
る
山
林
を
云

ふ
白
で
あ
っ
て
、
以
上
の
外
白
山
林
を
普
通
貸
付
山
止
云
ひ
、

此
の
普
泊
貸
付
山
が
富
来
の
慣
行
の
存
続
さ
れ
て
居
る
も
の
で

あ
る
。普

通
貸
付
山
の
貸
付
を
受
〈
ベ
き
棟
利
者
は
、
規
程
賞
施
白

首
時
、
現
に
区
内
に
本
籍
を
有
し
、

一
戸
を
構
ふ
る
も
O
K
限

り
、
そ
白
配
分
の
皐
位
は
戸
で
あ
る
。
小
里
直
内
は
更
に
十

組
に
分
た
れ
て
ゐ
る
白
で
あ
っ
て
、
普
通
貸
付
山
借
受
人
は
、

各
組
毎
虻
、
連
帯
責
任
を
負
弘
、
連
帯
借
受
読
書
を
財
産
管
理

雑

錐

英
捷
稲
樟
村
小
星
。
銅
山
制
度

者
(
村
長
之
に
歯
る
)
へ
提
出
し
置
〈
事
止
た
っ
て
ゐ
る
。
若
し

借
受
人
が
夜
外
に
輔
佐
し
、
又
は
臨
時
総
挺
し
た
る
時
は
、
借
受

白
一
概
利
は
自
然
消
滅
'
と
な
し
、
共
山
林
は
常
設
貸
付
閉
限
内
、

連
帯
人
民
於
て
引
受
〈
る
定
め
占
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
之
が

貸
付
は
各
組
よ
り
、
一
一
名
づ
誌
の
委
員
を
越
川
し
、
該
委
員
。

協
議
決
定
に
よ
り
、
規
程
民
基
昔
で
、
之
を
行
ふ
事
左
怠
っ
て

ゐ
る
。
共
則
践
は
現
規
程
に
て
は
三
十
年
を
以
て
、

一
期
止
な

し
、
共
削
税
は
必
中
し
も
一
定
で
は
た
〈
、
地
味

ιよ
り
て
干

等
左
ら
し
め
る
事
と
し
て
ゐ
る
。
使
用
料
は
毎
戸
一
ヶ
年
玄
米

三
升
を
納
め
る
定
め
で
る
る
。

現
行
規
程
は
、
極
〈
簡
単
-
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
大
約
上
越

し
た
所
に
よ
っ
て
盤
宮
て
ゐ
る
ο
以
下
明
治
一
一
一
十
丸
年
該
規
程

賞
施
の
際
広
島
け
る
営
事
者
に
就
き
て
知
り
得
た
る
配
分
方
法

に
つ
き
て
越
べ
ん
。

直
有
山
林
中
割
山
・
と
す
べ
き
部
分
は
、
共
の
地
味
に
よ
り

て
、
之
を
甲
、
乙
O
爾
部
に
分
ち
、
甲
は
地
味
良
好
に
し
て
、

肥
料
用
雑
草
を
採
取
す
る
民
泊
す
る
山
林
で
あ
っ
て
、
旦
人
は

揚

T

之
を
「
草
刈
場
」
L
C
綿
し
て
ゐ
る
。
乙
は
「
立
山
」
主
呼
ぴ
、
長
期

第
ニ
十
λ
轡

第

貌

一
六
三

三
四
五



雑

錐

英
農
稲
樟
村
小
星
。
銅
山
制
度

に
匡
っ
て
、
樹
木
を
生
育
せ
し
む
べ
き
山
地
で
あ
る
。
各
機
利

者
は
此
等
二
種
の
山
地
白
一
部
分
宛
配
分
配
さ
る
誌
の
で
あ
る

が
、
之
が
醍
分
に
首
り
で
は
.
前
述
の
規
程
に
基
き
て
、
各
組

よ
り
選
出
さ
れ
た
る
委
員
の
協
議
に
よ
り
、
甲
乙
雨
被
の
山
地

に
就
き
て
、
更
に
地
球
の
肥
伎
に
依
り
て
、
比
例
的
に
呼
首
り

の
賄
教
を
附
し
、
共
綿
髄
激
主
、
楠
利
者
全
部
に
平
等
に
分
割

す
る
の
で
あ
る
。
之
を
分
割
す
る
に
は
.
先
づ
各
組
白
希
望
を

掛
酌
し
・
及
共
組
よ
り
山
地
へ
白
使
奇
を
参
考
し
て
、
抽
銃
に

依
て
、
各
組
へ
該
組
内
の
櫛
利
者
数
に
相
営
ず
る
髄
散
を
有
す

る
、
宇
番
の
山
地
を
配
分
す
る
。
斯
く
の
如
く
し
て
金
直
有
林

を
十
一
組
に
分
ち
た
る
後
、
各
組
に
於
て
矢
張
り
賠
数
に
よ
り

て
各
戸
へ
剖
り
営
一
て
る
の
で
あ
る
。

此
の
場
合
、
各
戸
が
平
等
な
る
鮪
政
白
山
林
を
得
べ
き
と
と

を
原
則
と
す
る
も
、
此
白
描
に
就
い
て
は
比
較
的
融
通
の
利
く

方
法
を
採
り
、
例
へ
ば
、
特
に
坪
散
に
於
て
は
少
く
も
、
甲
地

の
肥
沃
怠
る

E
の
み
欲
す
る
も
の
、
叉
は
肥
料
用
の
草
を
要
せ

ざ
る
も
の
に
し
て
、
乙
地
の
み
を
欲
す
る
も
の
の
如
吉
が
る
る

場
合
に
は
、
事
情
の
許
す
限
P
、
之
を
相
押
せ
し
め
て
、
共
建
鱗

第
二
十

λ
巻

回
大

結
伊
=
観

一
大
四

の
地
域
に
つ
き
て
、
略
平
等
た
る
べ
昔
国
剥
を
立
て
て
、
之
を

由
時
除
白
楠
利
者
に
拍
畿
せ
し
め
、
以
っ
て
各
戸
の
受
く
べ
き
山

林
の
決
定
を
在
す
の
で
あ
る
。

新
く
伯
如
く
し
て
、
配
分
配
受
け
た
る
山
林
の
生
産
物
の
使

用
蕗
分
は
、
各
植
利
者
白
随
意
で
あ
る
が
、
そ
の
楠
利
地
の
底

分
は
許
さ
れ
泣
い
の
が
原
別
で
あ
る
。
叉
故
た
く
し
て
躍
り
に

機
利
地
主
題
謹
せ
ん
・
と
す
る
者
に
制
到
し
て
は
、
爾
後
倒
山
を
受

〈
べ
き
椴
利
を
失
は
し
む
る
事
止
し
て
ゐ
る
。
使
用
料
の
滞
納

は
連
帯
人
一
同
の
責
任
主
・
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
越
ぷ
る
が
如
く
.

此
白
区
有
山
林
の
分
配
は
良
悪
雨
樹

の
土
地
を
組
合
せ
る
の
み
で
左
〈
、
倫
そ
の
各
k
k
就
い
て
貼

政
に
よ
り
て
、
定
め
ら
れ
た
る
官
際
の
牧
鮭
に
就
い
て
差
等
制

き
各
種
の
国
税
を
分
配
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
比
較
的
複
雑
な

る
分
割
方
法
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

幅
削
く
の
如
き
規
程
に
基
吉
、
か
a
A

る
方
法
に
依
て
、
分
割
白

行
は
れ
た
る
最
近
の
割
替
は
、
該
規
程
の
設
け
ら
れ
た
る
明

治
三
十
九
年
五
月
よ
り
着
手
し
て
、
同
年
十
月
二
十
八
日

K
E

っ
て
決
定
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
共
時
の
横
利
者
は
三
百
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規
程
施
行
以
前

前
に
も
一
一
吉
し
た
如
〈
、
小
且
直
有
山
林
に
闘
す
る
剖
山
制

度
は
、
共
起
源
を
徳
川
時
代
に
求
む
ペ
骨
も
の
で
あ
る
が
、
今

日
、
醤
時
代
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
べ
き
、
何
等
白
文
献
を
も

後
見
す
る
を
得
た
い
の
で
・
規
程
施
行
以
前
の
事
に
就
き
で
は
、

専
ら
口
碑
に
依
る
の
外
は
な
い
。
但
し
起
源
に
つ
い
て
は
、
漠

白
と
し
て
何
ら
信
宇
べ
き
云
ひ
伴
へ
も
・
泣
い
。

小
虫
村
に
於
げ
る
制
山
は
、
相
周
来
は
耕
地
に
削
り
営
て
ら
れ

た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
耕
地
の
段
別
陀
削
し
て
共
同
積
も
決
定

せ
ら
れ
た
と
云
ム
。
之
れ
も
と
農
耕
用
の
肥
料
を
主
と
し
て
山

草
に
仰
ぎ
た
る
歯
時
に
於
て
段
、
営
然
の
事
で
あ
る
と
忠
ふ
。

即
ち
食
時
に
あ
り
で
は
割
山
は
地
主
階
綾
の
み
の
聞
に
行
は
れ

た
る
削
山
で
あ
っ
て
、
小
作
人
階
殺
は
只
、
小
作
地
正
附
帯
し

τ、
地
主
よ

F
仙
の
割
山
の
一
部
分
配
借
hv
受
け
、
之
よ
b
肥

料
用
の
雑
草
、
牧
草
を
得
、
薪
裁
の
料
を
採
る

ι過
ぎ
在
か
っ

た
。
此
の
如
き
欣
態
は
明
治
時
代
に
入
り
て
も
、
向
繍
行
さ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
，
次
第
に
そ
の
不
公
平
が
稲
へ
ら
る
A
K
至

り
、
旦
人
目
所
一
一
再
「
割
山
革
命
」
が
行
は
れ
、
村
有
白
山
林
在
地

主
階
級
の
み
に
て
羽
山
使
用
す
る
と
と
に
反
釘
し
、
小
里
村
が

脱
さ
れ
て
稀
津
村
白
一
部
落
た
る
に
至
る
と
L
も
に
、
部
落
居

位
者
全
般
に
分
割
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
配
の

第
二
十

λ
巻

三
四
七

鎮

錦

，、
E 



雑

錐

美
麗
稲
常
材
小
里
。
倒
山
制
度

方
法
は
前
辿
現
行
白
方
法
と
大
船
同
様
な
り
し
も
の
h
如
〈
で

あ
る
。
明
治
二
十
凶
年
間
月
の
左
の
誼
書
を
見
る
忙
臼
く
、

一
借
提
段
別
融
許

一
借
地
米
品
開
前

右
甲
(
乙
)
山
林
明
治
二
十
四
年
四
月
よ
り
岡
凹
扮
同
年
(
五
拾
四
年
)
三

月
三
十
一
日
迄
揃
一
一
十
ヶ
年
間
定
制
借
地
米
越
許
兆
特
年
寸
一
月
廿
五

日
臥
抑
制
接
相
納
可
申
僻
若
一
柳
た
り
と
も
不
納
に
及
候
簡
は
謹
借
之

省
よ
り
蝉
償
可
致
候
伺
後
日
辿
署
睦
書
依
而
如
件

明
泊
二
寸
山
年
四
月
小
盟
十
品
山
林
借
地
主

(
組
内
全
部
則
前

4)

稲
枠
村
長
工
藤
銑
太
郎
蹴

右
の
借
地
米
は
同
・
地
乙
地
共
一
人
一
升
犯
で
あ
る
。
之
は
現

行
制
度
の
毎
戸
三
到
底
る
に
比
し
て
一
到
づ

L
少
な
か
っ
た
事

を
示
す
。
叉
叩
地
の
年
限
と
乙
地
の
年
限
と
の
聞
に
十
年
間
の

陶
宮
の
あ
る
蛸
も
、
現
行
制
度
の
隔
地
共
に
一
一
一
十
年
間
な
る
占

比
し
て
、
相
越
し
て
ゐ
る
鞘
で
あ
る
。
品
川
首
時
は
十
一
組
の
外

に
、
寄
留
者
及
別
居
人
を
一
組
に
槻
め
て
、
都
合
寸
ご
組
に
介

っ
て
ゐ
る
。
此
等
以
外
の
鞘
に
於
て
は
現
行
の
方
法
主
岡
崎
な

方
法
が
行
は
れ
て
ゐ
た
と
一
耳
ム
u

次
ぎ
に
営
時
各
組
の
借
り
受
け
た
る
段
別
及
人
数
を
示
せ
ば

左
の
如
く
で
あ
る
。

閉
山
林

十
町
二
十
歩

十
五
町
九
段
一
畝
二
十
三
歩

乙
山
林

十
五
町
四
段
ニ
畝
十
三
4
2

一
一
十
一
町
三
政
計
畝
三
歩

第
二
十
λ
魯

三
回
八

茸ー

強

一
六
六

十十人
七二員

十
ニ
町
七
段
六
畝
二
十
七
歩
ニ
4
町
一
段
f
七

歩

目

一

寸

大

十
五
町
九
段
三
畝
イ
一
歩
二
十
三
町
四
段
五
畝
歩
二
十
λ

不

明

十

七

町

大

政

4
A

畝
一
ニ
歩
二
十
一
一
一

入
町
九
比
五
畝
十
七
世
十
四
町
大
政
一
畝
ニ
十
一
歩
寸
九

十
三
町
=
一
段
=
一
畝
九
歩

4
E

九
町
O
七
畝
二
十
一
歩
二
十
七

十
五
町
九
段
五
畝
二
十
買
歩
十
九
町
六
段
一
畝
二
十
一
歩
二
十
八

十
一
間
二
院
凹
畝
二
十
四
歩
寸
七
町
四
段
式
畝
λ
時

二

十

五

七
町
四
段
一
一
一
畝
九
歩
十
」
町
二
段
ニ
畝
=
十
一
歩
十
六

十
二
町
A
政
大
畝
二
十
一
昔
-
一
十
一
町
三
段
i
T

畝
二
一
歩
二
十
七

十
二
町
九
良
一
畝
二
十
歩
十
五
町
三
段
一
畝
十
宍
歩
二
十
二

次
ぎ
に
、
明
治
二
十
四
年
割
替
の
際
の
年
限
が
乙
地
に
就
吉

て
は
、
一
ニ
十
ヶ
年
、
甲
地
に
つ
き
で
は
、
二
十
ヶ
年
・
と
た
っ
て

ゐ
る
に
も
拘
ら
宇
、
未
だ
、
そ
の
期
限
白
到
来
せ
ざ
る
に
、
明

治
三
十
丸
年
に
成
文
の
規
制
但
を
設
け
間
十
年
一
月
よ
り
、
全
部

の
割
判
官
を
行
っ
た
瑚
向
に
就
き
で
は
、
年
限
に
至
ら
ざ
る
内

に
、
制
替
ふ
る
時
は
山
林
に
造
ら
れ
た
る
樹
木
等
の
閥
係
か

ら
、
大
約
従
来
と
大
差
な
き
分
割
に
て
、
各
人
の
渦
口
止
を
得
る

の
便
あ
り
し
勉
め
た
り
在
一
E
は
れ
て
ゐ
る
が
、
思
ム
に
年
限
の

近
く
と
L
も
に
山
地
よ
り
の
掠
奪
が
行
は
れ
、
荒
雌
せ
し
め
ら

る
h
恐
れ
あ
り
し
錆
め
に
、
年
以
の
渦
た
ざ
る
に
先
ん
じ
て
念

抽
出
規
程
在
設
け
て
一
新
せ
ん
止
し
た
る
事
も
重
な
る
理
由
。
一

つ
で
は
紅
か
ら
う
か
と
思
ム
。


